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ふれあいテラスでの相談事業

●福祉なんでも相談（4月は第4木曜日）
第２水曜日 13：30～15：00

●キャリアアップ相談
第４木曜日
11：00～15：00/一人50分

レギュラー事業

●ふれあい喫茶「思い出の歌ひろば」
第４水曜日 10:00～11：30
コミュニティセンターにて

●ひばり子ども館
月曜日から土曜日
10時～12時/13時～17時

（日曜日・祝日・年末年始は休館）

●出前児童館
第３木曜日 10：00～12：00
雲雀丘倶楽部２階和室にて

「コミュニティひばりの年間報告」について

コミュニティひばり会長 松原孝彦

・今年度の「コミュニティひばり」としては、従来からの年間行事（・ひばり祭り・各部会の行事）に
加えて新規の重要事項が発生しましたので、下記の通り自治会長様を始めとして各委員様には大変お世
話に成り進めて参りました。
「1」・旧安田邸の保存と、また、解体して一般に利活用の提案等の問題が審議されましたが、現時点
では種々の考え方が提案され結論に至っていない。
「2」・地域住民の方々には降って湧いた様な「宝塚太陽光発電所」の新規設定事業の提案です。
・本件に関しましては昨年の8月に事業者より、最初の説明（役員を主体・・・各自治会の会長様）を
受けて頂き、各自治会長様から自治会役員にご案内して頂き各自治会毎に検討賜っておりました。又
その間に住民説明会を10月に実施し、臨時運営委員会も開催し10回近い検討会を実施して、皆様にも
ご案内させて頂きました通り「・県知事・宝塚市長」様に（緊急要望）を提案し、県庁・市役所より事
業者に要請して頂いているのが現状です。今後も状況が進展次第ご報告いたします。
◎当地区にとっては最大の懸案事項が、宝塚市より提案されましたので今後の最重要課題として、
コミュニティひばり地域住民のお力を結集して頂き対応致したくお願い申し上げ致します。
「・地域住民の方々に直接拘わります重要事項です」
・宝塚市からの提案事項として財政難を理由に「公共施設の適正化」を進めていくとの提案により、
雲雀丘サービスステーションを廃止して長尾サービスステーション（・阪急・山本駅より西へ約10分）
に統合したい考えとの事です。（時期は不明・・・調整する考えです。）
しかし、後期高齢者様等にとっては「マイナンバーカード」を所持されていない方々も多くて、市役

所（行政）が考えている様な「コンビニエンスストアー」にて住民票等の資料も取得出来るとの考え方
を前面に申し出てきています。
尚、高齢者にとっては行政が考えているほど簡単では無く、大変な手順をしなくては成らないと考え

られますので、廃止に関しては当面反対として進めて行きたいと考えております。又、市の財政面で
困難と成れば現時点で提示されている（案・7ヶ所を2ヶ所廃止）を再考する事も考えていく必要は有り
と考えておりますので、住民の皆様方のご提案（自治会経由）を頂きたくお願い申し上げます。

第25回定期総会について

新型コロナウイルス感染症流行に伴い、
コミュニティひばりの令和2年度定期総会
の開催予定は未定となっています。
今後の新型コロナウイルスの流行状況を
見て日程等の判断をいたします。

移転のお知らせ

山本駅前にあった2つの在宅事務所、
「聖隷ケアプランセンター花屋敷」と
「聖隷訪問看護ステーション山本」が
2019年11月より花屋敷せいれいの里
内に移転しました。

コミュニティひばりへのお問い合わせ・ご意見・
ご要望は事務局へ
不在の場合がありますが折り返しご連絡します。

電話・FAX：072-774-9191
メールアドレス：hbrcom@jttk.zaq.ne.jp

コミュニティひばりブログを更新しています。
「コミュニティひばり」で検索、
「長尾台小学校区まちづくり協議会」
ページへアクセス下さい。
行事の様子やお知らせのほか、
子育て、福祉、環境、防災の
関連サイトへのリンクもあります。

太陽設備宝塚発電所建設計画について

2020年3月5日(木）コミュニティひばり役員・部会長と事業者の協議が行われました。
コミュニティひばりが事前に提出した質問に対し事業者から回答と関係資料の提出があり、
質疑応答となりました。事業者からの回答の概要は以下の通りです。

【1】安全、災害に関すること
①造成工事に関して地盤強度が不足してい
たため地盤改良（柱状改良）等の計画盛土
の安定検討を実施し、第三者機関の審査を
受けたところ、妥当と報告された。
②土砂流出・崩壊に対する配慮
・パネル下は種子吹付
・パネルエリアに20％の勾配を確保し
盛土内の雨水浸透を最小限にする。

・盛土内に水平排水材、暗渠配水管
を設置し浸透した水を適切に排水。

・盛土内にふとん籠堰堤を構築。
③発火、森林火災への配慮
・集中管理室でのモニタリングによる
日常管理で不良箇所を早期発見。

・自社メンテナンス会社で早期対応。
・法令に基づき定期メンテ、維持管理。
・1号調整池を防火用水池として有効
活用（消防署と協議済み）。

④架台は長さ2000㎜、厚さ3㎜、口径76㎜
のスクリュー杭で固定。
引き抜き試験で所定の強度を得る。

⑤耐風速について、事業地は基準風速34m/sの
地域だが、36ｍ/ｓに仕様変更している。
更なる引き上げも検討中。

⑥保険に被害者対策費用補償を付保し、台風、
雪災、雹災、落雷、水災に起因して管理施設が
住民に身体的・財物損壊を与えた場合に保険の
範囲で補償。（地震と地震による火災、津波、
噴火は保険上、補償対象外）

【2】環境に関すること
①濁水を出さないよう沈砂池を設ける。
調整池があふれることはない。

②電磁波障害はない。
③シミュレーションをしたが、周辺住宅やきずき
の森への反射はなかった。

④パネルエリア下は種子吹付なので事業終了後
の原状復帰は設備を撤去するだけですむ。
法に基づき廃棄費用は積み立てている。

⑤外来種飛散防止対策は対応できない。
⑥生息環境保全対策については、公園河川課と
直接協議してください。

【3】事業中止や規模縮小はせず、4月頃着工予定。

新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、予定が変更される場
合があります。


